








資料で 8 つの法律をあげていますが、韓国障害者の生活の状況は権利をきちんと保障されているとは言え

ません。そうしたいくつかの背景から「障害者差別禁止法」ができたわけです。 

「障害者差別禁止法」が出来た背景ですが、これは他の国も同じだと思いますが、DPI が出来て当事者主義

が広がったからです。ですから、簡単に言えば、私は障害者ですが、権利を持つ国民であると認識を持つよう

になりました。そして、もうひとつはアメリカなどの国で ADA（アメリカ障害者法）など障害者に関する法律などの

情報が入ってくるようになった。それまで、政府が少しずつ与えてくれたサービスという考えから、障害者が社会

に参加して生活していくための社会的基盤が必要であるという認識を持つようになりました。これは言い換えれ

ば、社会の環境が変わっていかなければならず、それに対して私たちは権利を主張できるという考えに変わっ

たということです。 

当時の調査で、障害者の７３．７％ が差別を受けたという経験があり、そのうちの６６．１％が障害のない人た

ち（韓国では、非障害者と表現）の偏見によるものであると答えています。 

そして、あと 1 ヵ月の任期しか残していませんが、盧武鉉（ノ・ムヒョン）大統領の選挙公約が「差別禁止法」を

作るということでしたが、結果的に公約を守ったということになります。しかし、盧武鉉（ノ・ムヒョン）大統領が公

約を出すときにあげた分野は、障害、学歴、移住労働者、性別、年齢の 5 つでした。 

でも、私たちは「差別禁止法」を作るにあたってすごく悩みました。盧武鉉（ノ・ムヒョン）大統領があげた５つ

の差別のうち、例えば、移住労働者は雇用のことが中心になっている。しかし、障害の問題は韓国以外でも同

じだが、雇用だけではなく様々な問題があります。 

韓国には国家人権委員会というチェック機関がありますが、私たちは障害者独自の差別禁止法が必要であ

ると訴えました。「障害者差別禁止法」を作るにあたって、２ つを入れなければいけないというものがありまし

た。 

それは、1 つは障害者の差別を扱う上で独立した差別是正の機関です。そして、韓国にはありませんでした

が、懲罰的な制度を入れるということでした。ですから、私たちは今までにない権利保障の法律を望んで活動し

てきました。 

それは、すべて思ったとおりにはなりませんでしたが、他の内容もご説明しながら「差別禁止法」を見ていき

たいと思います。 

当時韓国にあった 60 くらいの主要な団体が、差別禁止法を作ろうとネットワークを作りました。 

先程あげた 2 つ以外にも、いろいろな方針がありました。 

まず、「障害者差別禁止法」というのは、社会的な合意が必要であるということです。例えば、国会議員何人

かが法案を出して作ろうと思えば作れるが、生活全体に関わる法律なので、1 つめに当事者自身が法律を理

解する必要がある。そして、２つめに実効性のある法律にするという方向性です。 

これまでいろいろな法律や制度が出来てきましたが、肌で感じられないということがたくさんありました。それ

では駄目です。 

そして、３つめですが、韓国には障害関連の法律がありますが、ここで、事実上の上位法いうべき法律がな

いわけです。４つめは、人権法としての権威と力がなければならない。５つめは、懲罰、賠償です。この５つの方

向性ということで私たちは運動を進めました。 

まず差別新規法を作ろうということを始めたのは 99 年頃からありましたが、その時はコンピューターのオンラ

イン上での働きかけでした。資料にはありませんが、連帯の枠が出来たことを運動の出発点として見るのであ

れば、2002 年が出発点になると思います。 

最初始めた頃に、大学の教授や弁護士の協力者がいましたが、この動きが社会に現れるまでには 2 年くら

いかかりました。幸い、関わってくれた専門家は、当事者の経験などを生かしていかなければいけないというこ

とをきちんと理解してくれていました。 



その中から生まれたのが「障害者差別禁止法制定推進連帯」（略称：障推連）というのが、2002 年 11 月に誕

生しました。正式な出発式は 2003 年ですが、事実上 2002 年ですね。 

資料の 7 ページからをご覧いただけると分かると思いますが、公聴会や公開討論会が出ています。 

そして、資料8 ページの2003 年11 月に「障推連」の法制定専門委員会の法案小委員会で草案を作り上げま

す。そして、何十回もの公聴会や討論会が持たれました。韓国の南にある済洲島（チェジュド）も含めた国土巡

回も行いました。 

その草案を作るために内部でも激しい議論がありました。経済界の人がテレビなどで露骨に反対を表明する

ことなどもありました。国家人権委員会に対しても私たちは占拠ろう城ということを何度もしました。 

2006 年 11 月には韓国経営者協会糾弾大会と商工会議所を占拠したりもしました。 

このときはろう城、占拠したということで罰金を科せられましたが、それに対して逆に提訴を行い、罰金の額を

減らすということを実現しました。この前に、このための資金集めの小さなパーティも開きました。 

韓国では「差別禁止法」を作る期間と国連で進めていた権利条約策定のプロセスが重なっていました。 

ですから、スウェーデン、インド、香港から人権委員会の方ですとか、機会均等委員会の方をお呼びして他

国の制度も多く学びました。 

99 年から運動が始まったと見れば、8年です。2003年の草案が出来たときから見れば、4年の闘いの末によ

うやく「差別禁止法」が出来たことになります。差別禁止法が出来たと喜んでいる方もいらっしゃいますし、少し

喜べない人たちもいます。喜べない理由は、先ほどあげた２つの核心が抜けてしまったからです。 

しかし、韓国の障害者が死ぬわけではない。むしろ、新しいスタートをしていくということで覚悟をしています。 

残念な点もありますが、出来上がった差別禁止法の内容について、これからご説明します。 

韓国の障害者差別禁止法は、総則、差別禁止、障害女性及び障害児童、障害者差別是正機構及び権利救

済等、損害賠償・立証責任等、罰則の６章から成り立っています。 

個別に見てきますと、障害の概念では、これまで AD L（日常生活動作）に基づいた考え方が中心でしたが、

社会生活の制約ということが入っていることが多少評価できます。差別の概念については、直接差別や間接差

別、そして合理的配慮の欠如、広告を通じた差別など、それまでの抽象的なものから多少なりとも具体的なも

のを盛り込むことができました。そして、他の法律にはない自己決定権とか自己選択権という条項が入っている

ことも重要だと思います。 

次に差別の領域と分野ですが、具体的に規定されていることが重要です。 

そして、差別の救済ですが、それまでなかった「障害差別是正小委員会」というのが、国家人権委員会の中

にできたということです。これは私たちが望んでいた政府から独立した是正機関ではなく、国家人権委員会の

中に置かれた小委員となりました。 

これは、それまで障害差別を扱う部署がなかったことを考えると喜ばしいのですが、政府の中に置かれてし

まことは限界もいろいろとあります。 

損害賠償の立証の際も４６条を見てもらえると分かると思いますが、かなり用件を柔らかくしています。それ

は大切です。しかし、残念な点は立証責任についてですが、自分が差別を受けたと立証するときに被害者と加

害者に立証の責任が配分されたということです。これは差別があったと訴えた被害者が、それを証明しなけれ

ばいけない。そして、加害者側は、差別はなかったということを証明しなければいけない。ご存知のように、これ

はすごく曖昧な部分です。 

次に罰則についてですけれども、４９条をご覧いただければ分かりますが、３０００万ウォン以下の罰金ある

いは刑事罰まで課すことができるようになっています。これは今までにない強いものです。 

さらに女性障害者と障害児に対する個別の規定、そして、精神的障害という規定がありますが、これは知的

障害者を含んでいますが、これが入ったことが大切です。 



それで国会を３月に通過して、４月に公布され、その後１年経ってから施行されますが、その間に施行規則を

作らなければなりません。そのために「障害差別是正小委員会」で担当する人員を決めていかなければいけま

せん。運動側からは、最低６５人くらいいれば仕事が出来ると要求しましたが、人権委員会は２０名で十分だと

今も対立しています。法律が出来た後にも交渉したり、妥協したり、闘ったりすることがたくさんあると思いま

す。 

簡単に経過をお話しましたが、差別禁止法ができあがっても、いまだに闘っています。 

次に韓国における意義について整理してみました。 

障害者差別に対する権利の救済ですが、差別と救済について明文化したのは韓国では初めてで、これに大

きな意味があるということが１ つめです。

さらに今年の３ 月以降、国家人権委員会が包括的な差別禁止法を作ろうと準備し、現在は国会に法案を提

出しています。最初は２０分野の差別について、団体や NGO と交渉してきましたが、いざ法律案を見てみると１

４分野に減っており、市民からはかなり反発を受けています。 

２つめの意義として障害者に対する差別というのが、社会化されたということが言えると思います。 

社会化は、多くの人が理解しなければできないことなので、多くの地域で多くの人たちに会ってこそ社会化が

進んでいくと思います。 

３つめは、障害当事者の声が盛り込まれた法律であるということです。言ってみれば、上からではなく下から

の運動で結実したと言えると思います。さらに少数の当事者ではなく、連帯を通じて多くの人と闘い勝ち取って

きた結果であると言えると思います。 

成果ということでは、法律ができた後に法律を監視したり、評価したり、施行規則を作るという仕事が残って

いますので、あくまで中間成果ということになりますが、韓国の差別に対する意識を成熟化させたと見ることも

できると思います。やはり、大枠の変換があったとみることができると思います。 

これは福祉から人権に、対象から主体にというパラダイム転換（概念的枠組みの変化）です。 

私たちは今まで主人公ではなく、対象でしかなかった。これからは主人公として、サービスをありがたく受け

取るのではなく、権利として受け取るものだということが分かった。そして最後の意義として申し上げたいことは、

政府とのパートナーシップというものが少しだけ出来たということです。障害者運動の同士として申し上げるなら

ば、どこも同じかもしれませんが、公務員の中には不親切で自分の仕事だけという人がたくさんいると思います。

皆さんも同じように怒ったり、悔しい思いをしたことがあると思いますが、「障害者差別禁止法」を作るにあたっ

て政府の役人と一緒に作ることで、少しだけパートナーシップができたと思います。 

意義についてお話をしましたが、法律ができた後にも課題は残っていると思います。 

さらに施行例と施行規則をきちんと作っていかなければいけないと思います。そして、韓国にあるすべての法

律や制度を整備していかなければいけません。今までも差別禁止法の広報、啓発運動をしてきましたが、これ

からも法律の中身を知らせていくことが必要です。 

例えば、善意の非障害者で何も知らない人が、差別行為をして裁判までなることが障害者の生きる上での質

向上になるといえるのか。むしろ、障害のない人や社会と不必要な衝突を避けるためにも、「障害者差別禁止

法」をきちんと知らせていくことが必要です。法的にそうした人たちを罰するというよりは、障害のある人もない

人もともに暮らしていける社会を作るために焦点を当てることの方が大切だと思うからです。 

ですから、差別禁止法についてのメニューですとか、適応の内容やできあがってきた過程をなどをまとめて、

知らせていくためのマニュアルが必要です。 

そして、差別を受けないための予防策と教育が必要になってくると思います。 

韓国はまだ批准していませんが、国連の障害者権利条約との関連で、障害者差別禁止法との整合調整を進

めていかなければいけないと思います。



お話した以外にも課題はあると思います。 

こうした課題は、これから私たちがきちんと取り組んでいかなければいけないことです。 

私は日本の方が先に差別禁止法を作らなくてはならないと運動を始めたと聞いています。 

いま世界には差別禁止法などの法律を持っている国が約４０カ国あると聞いています。 

日本でも近いうちに障害者の差別を禁止するような法律が出来ることを願っています。これは誰かが作ってく

れるというものではありません。家にいる家族が作ってくれるものでもなく、私たちの地域にいる親切な公務員

が作ってくれるものでもありません。私たちと一緒になって活動している同士が作るものです。 

その運動を進める人は、性別も関係ないし、障害の種別も関係ないし、程度も関係ありません。 

私たちが差別禁止法を作ったのは、障害のない人よりも豊かになるために作ったのではありません。 

これは障害のない人たちが享受している権利を、私たちも享受することを保障されるためのものです。 

これはすべての人のためのものだからです。 

韓国の差別禁止法をご覧になって、韓国の良い所、悪い所を選択してもらい、より良い法律を作ってくださる

ことを願っています。 

そして、障害者権利条約の批准について、全条項の批准と選択議定書の批准を同時に批准することを日韓

の両国で進めていきたいと思います。 

以上、私のお話とさせていただきます。ありがとうございました。 

■司会 

魏文淑（うい むんすく）さん、ありがとうございました。 

ここで、会場から質問をいただきたいと思います。 

■質問１

経済界からの反対があったそうですが、また政党では 3 つの案が出されて審議されていったそうですが、そ

もそも、この法案に反対する政党はなかったのでしょうか。 

■魏文淑（うい むんすく） 

結論から申し上げると、国会議員は 197 人いますが、そのうち欠席した 1 人を除いて 196 人の合意で採択さ

れました。経済界は、企業に対して利益にならないと反対をしてきました。経済界の方では雇用促進法とか、企

業活動の法律があるので、これ以外に新たな禁止条項を作るということは、企業の活動についてどう考えてい

るのかという反対でした。 

少し細かく説明しますと、最初に民主労働党という政党が、障推連の案を発議しました。 

その案を作った障推連は、厚生労働省の管轄ではなく、法務省の管轄できちんとした法律を作りたいと運動

してきました。それが民主労働党を通じて案を出すことはできましたが、民主労働党は少数ですし、さらに党内

では法務省よりは法制省がやるべきではないかという雰囲気もありました。 

民主労働党の案と与党ウリ党、さらにハンナラ党の３つ全部がそれぞれ案を出しました。結局、与党の案が

妥協を経て国会を通過したので、削られた部分も多くあります。 

■質問２

韓国には精神障害者の組織が最近１つできたと聞いています。法律作成時にはなかったと聞いていますが、

そういう状況の中で今後どのように精神障害者に法律を認識して実感のあるものにしていこうとしているのか、

何か案があれば教えていただきたいと思います。 





その後に別な仕事もしましたが、社会の生活をしていくうえで私がやりたいことを再確認して 2000 年くらいか

ら、また運動に関わり始めました。 

私の障害者運動というのは、私の付いていくものであると思っています。 

高校のときに始めて、その後の労働問題から関わり始めた。もしかしたら、10年後は障害を持つ高齢者の問

題をやっているかもしれません。 

幸いなことに韓国でも自立生活運動などの広がりとともに、多くの重度障害者の人たちが施設や家から出て、

いろんな運動を始めています。 

■司会 

魏文淑（うい むんすく）さん、ありがとうございました。 

それでは休憩に入ります。 











方が関わっています。 

現在のところ、約２００ケース近い相談を扱っています。 

このような形でスタートしましたが、私は障害のある方への理解を広げるということが、この条例の重要なポ

イントであると考えています。 

■司会（田中） 

ありがとうございました。１５分という限られた時間ではもったいないようなお話でした。 

条例については、資料の４０ページに出ていますので、ご覧ください。 

千葉は、県民が作り上げるというボトムアップ方式で条例を作り上げましたが、これは今後につながる豊富な

アイデアがあると思います。どうもありがとうございました。 

それでは、北海道の障害者保健福祉課長の中野さんから、北海道の取り組みと課題についてお話いただき

ます。 

■中野孝浩（北海道保健福祉部福祉局障害者保健福祉課長） 

■プロフィール■ 

大阪府出身。１９９５年厚生労働省に採用される。大臣官房総務課、医政局

総務課、同指導課、環境省（出向）、老健局振興課などを経て本年６月から

現職である北海道保健福祉部福祉局障害者保健福祉課長を務めている。

障害者福祉関連の経験は現職がはじめて。 

北海道の取り組みについてお話をさせていただきます。残念ながら北海道には千葉のような条例はありませ

んが、北海道は伝統的に障害者問題についてこれまで熱心に取り組んできているという歴史があります。

昨年、障害者自立支援方が施行された後に「障害者人権フォーラム」というのを行いました。 

２１世紀は人権の世紀といわれておりますし、人権が尊重される社会の実現をめざし、 互いの個性の違い

を尊重を住みよい社会を作りましょうということを念頭に置きまして、千葉県の条例担当の課長さんをお招きし

て、コーディネーターを西村さんにお願いをして行いました。ここでは障害者の人権や取り組みについて議論を

いただきました。自立支援法施行直後の混乱した中でどのように取り組んでいくかという議論をしていただきま

した。 

資料にも配布しましたが、「障害者の人権」というパンフレットを作成しております。 

現在の取り組みですが、障害者の権利条約第１９条に関連するところですが、障害者自立支援法の目的に

も障害のある方が地域で暮らせるようにとあり、条約の趣旨を踏まえていると思います。 

また、北海道でも障害福祉計画（07年3 月）に希望するすべての障害者が地域に暮らせる社会作りに関する

プログラム。また、障害のある人を主体とした支援体制作りを行うことになっています。 

この計画の目指すところは、障害のある人もない人も交わりあう地域づくりということで、希望すれば普通に

暮らせる取り組みを行うことにしています。グループホームなどの住む場所の充実も大切です。 



また、働くということも非常に重要です。この働くことに関する取り組みも行うところです。 

いま北海道で施設に入っている方でも希望すれば、地域で暮らすことができます。 

そのために何があるかをご紹介します。 

ひとつには相談支援体制、自立支援協議会を作り上げています。ふたつめには住まいです。さらに日中活

動の充実があげられます。日中活動の最たるものとして、就労支援があります。最終目標としては生きていくた

めの糧を得るということです。 

それから地域に暮らす際には、無理やり地域に暮らすということではなく、希望している方々の意向を生かせ

るようなシステム作りをしなければいけない。それらを把握して、地域と連携し、情報を共有する基盤整備など

が必要です。そのために市町村における相談支援体制とうまくリンクする必要があると考えています。 

北海道の就労推進では、障害者権利条約の 27 条でもありますが、可能な限り働くための環境整備です。一

般就労できない方の福祉的就労は工賃が低いという現状にあります。ここは可能な限りやる。そのためには経

済界とか、労働界、福祉関係者が一体となって障害者の就労を推進するということで、今年の11 月に北海道障

害者就労支援推進委員会の第 1 回会議を開催しています。 

ここで官民一体となって、いかに障害のある人が働ける場を整備するかということです。 

今の取り組みですが、可能な限り一般就労と書いていますが、一般企業で普通に働ける人。そのために道

民フォーラムを開催したりなどを行っています。一番力を入れていますのは、障害者就労支援ネットワーク構築

事業です。養護学校や看護学、福祉の関係者が一体となって就労支援のシステム作りに取り組んでいます。 

あとは工賃倍増集中対策事業ということで、いかにして企業の方々に仕事を持ってくるか。そのために経済

界と福祉関係者が一体となった北海道障害者就労支援推進協議会で取り組みを行っています。 

それから地域移行の取り組みで、障害の方々でも普通に地域生活ができるための環境整備が必要です。ど

この市町村であっても相談支援体制を充実させる必要があると思っています。 

具体的には、まず地域で暮らすためには障害のある方のニーズを把握する。そのためにはワンストップの相

談窓口を作る必要がある。それからニーズを把握するだけではなく、障害のある人を支える社会資源について

も把握する。必要によっては新たな社会資源を作ることも考える。 

残念ながら自立支援協議会は、北海道の自治体180 のうち100 前後ということですが、その中で実際に機能

はまだ少ないという状況です。道としては市町村や地域の方と一体となって、相談支援体制をいかに作ってい

けるかということに力を入れているところです。 

千葉の方がいろいろシステム作りをされていることがご紹介されましたが、これは地域自立支援協議会、行

政機関、福祉関係者、民生委員など障害者を取り巻く様々な方が協議の場についている。北海道でも千葉と同

じようなにうまい解決ができると思っています。千葉に負けないものを北海道のすべての市町村でできればと

思っています。 

簡単に北海道の取り組みについてお話をしましたが、条約の目指すところは、障害のある方もない方も普通

に地域で暮らすことができる。障害者の人権と尊厳。それから社会のあらゆるところである障害を理由とする差

別をなくすということは北海道の方針とも一致していると考えます。 

条例や法律がなければできないこと、それから条例がなくてもできることの2 つあります。北海道としては今の

ところ条例はありませんが、条例がなくてもできることについて、これまで申し上げた地域づくり、障害のある方

が地域で暮らし続けることができるという理念の実現をめざして、条例がなくてもできる取り組みというのを今後

とも一生懸命にやっていくつもりです。そのために障害者当事者の方はもちろんですが、広く道民の方々と力を

合わせていく。そのために北海道は基盤整備を進めていくことが重要であると考えています。 



















私は、権利条約では政府代表団のメンバーですから、関連付けてお話できればと思います。 

日本の福祉制度は、かなりの法律制度に基づいてできていますが、基本的には行政に対する授権法なんで

す。何々ができるという形での法制度になっています。だから、それをどれだけしなければならないのかについ

ては決まりきったものはなくて、一定の裁量の中でやる。 

ですから、北海道の中野さんからもありましたが、条例がなくてもできる取り組み、条例がなければできない

取り組みと分けてお話をされましたが、まさにそういう裁量の中で日本の福祉制度というのは作られてきたとい

う現実があります。そういう中で障害を持つ側の努力と行政の努力があいまって日本の今の福祉制度を作り上

げているという側面はあります。 

これはある意味では、四角四面ではなく、柔軟にやれるという側面もありますが、権利という側面から見ると

非常に不安定です。その時々のいろいろな状況に流されてしまって安定した生活ができるような法制度には遠

いものにやり方です。 

戦後すぐは社会資源も少なかったし、障害を持っている人を施設で面倒を見るということはある意味ではしょ

うがなかった。しかし、施設を一般社会から分離していることは少なくとも現段階においては、それを止めようと

いうのが、権利条約の一番の根本です。それは、人生の前半は養護学校、人生の後半は施設という形で社会

から分離されてた生活を一生送るという障害者のあり方はもうおさらばだよという考え方です。 

ドン・マッケイ（ 国連障害者権利条約特別委員会委員長）も障害者の自立生活について、こういうパラダイム

（理論的枠組み）を変えるんだと言っています。それが 19 条にも現れているとおっしゃっていました。 

そういう古い考え方が権利を侵すものであるときちんと決めなければ、ずっと続いている施設処遇や分離教

育を改めさせることができないと思います。 

そういう意味で、日本の曖昧としたやり方では差別は止まらない。どんなにサービスを提供しても、一方で自

分の足元を見ると差別がなくならない。こうした日本の問題点があります。 

一般的に見ると、障害者はそんなに差別されているのだろうか、どこに差別があるのだろうかと一般の人だ

けではなくて、障害を持っている人も他の障害については分かっていない。しかしながら、千葉県は条例を作る

にあたってアンケートで事例調査をしていますが、本当にたくさんの事例があります。皆さんの足元にあるんで

す。しかし、ある意味では嫌な思いはしたが、自分の権利を侵害されたという意識までならない。そうならないの

は何が差別であるのか、違うのか決まってないからです。 

自分の嫌な思いは自分が悪いからか、相談しようにもどこに相談していいのか分からない。そういう現実に

置かれているからこそ差別を受けて嫌な思いをしても、表面化しない。回りも分からない。 

現実を見ると福祉サービスの提供だけでは決して差別はなくならないと思います。 

世界全体の中では日本はそれなりの水準にありますが、格差はあります。貧困でも平等という国はたくさん

あります。ここが一番求められていると思います。そういう観点から千葉県の条例は本当に良く作っていただけ

たと全国の障害者は感激していると思います。ただ、一番最初のできた条例ですから足りない部分もあると思

います。今後どのように実効性を果たしていくのかは今後の積み重ねにかかるところでもありますし、今度の権

利条約を受けて権利条例を作るうえではもっと良いものが作りやすいということもあるし、何が差別であるのか

という点についても良いものができる可能性がある。また、実効性をどう保つかなどいろいろな議論がありまし

た。 

例えば、清水先生が罰則規定は必要とおっしゃいました。実効性をあげるには罰則が必要だろうということで

は良く分かります。私も考えていますし、千葉でも考えられたと思います。ただ、罰則があっても実効性が上が

るとは一概に言えない部分もあります。例えば、刑法には殺人で死刑までの罰則規定がありますが、なくならな

いわけです。障害の問題は具体的に行政が救済に乗り出すというシステムが罰則とあいまってなければならな

いと思います。 
















